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厚
生
労
働
省
の
委
託
事
業
者
「
笹
川
保
健
財
団
」
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
是
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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１ 

 

 
 
 

厚
生
労
働
省
の
委
託
事
業
者
「
笹
川
保
健
財
団
」
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
是
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

二
〇
二
二
年
五
月
九
日
に
東
京
都
労
働
委
員
会
は
、
厚
生
労
働
省
が
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
管
理
運
営
を
委
託
し
た
公

益
財
団
法
人
笹
川
保
健
財
団
が
、
国
家
公
務
員
一
般
労
働
組
合
の
組
合
員
二
人
（
以
後
、
当
事
者
）
を
採
用
試
験
で
不
採
用
に

し
た
こ
と
は
、
労
働
組
合
法
第
七
条
で
禁
じ
る
組
合
員
で
あ
る
こ
と
や
組
合
活
動
を
理
由
と
し
た
不
当
労
働
行
為
に
当
た
る
と

認
定
し
、
「
令
和
二
年
四
月
一
日
付
け
で
資
料
館
の
職
員
と
し
て
採
用
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

の
救
済
命
令
を
出
し
た
。
当
事
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
命
令
に
対
し
て
、
笹
川
保
健
財
団
は
五
月
二
十
四
日
に
中
央
労
働
委
員
会

に
再
審
査
の
申
立
て
を
行
っ
た
。 

 

そ
こ
で
、
今
後
に
つ
い
て
以
下
質
問
す
る
。 

一 

不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
救
済
措
置
の
長
期
化
是
正
に
つ
い
て 

 
 

労
働
組
合
法
第
二
十
七
条
の
十
八
に
は
「
労
働
委
員
会
は
、
迅
速
な
審
査
を
行
う
た
め
、
審
査
の
期
間
の
目
標
を
定
め
る

と
と
も
に
、
目
標
の
達
成
状
況
そ
の
他
の
審
査
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
。 

 

１ 

中
央
労
働
委
員
会
は
「
当
委
員
会
に
申
立
て
が
あ
っ
た
不
当
労
働
行
為
審
査
事
件
に
つ
い
て
は
、
一
年
三
か
月
以
内
の

で
き
る
だ
け
短
い
期
間
内
に
終
結
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
当
事
者
が
東
京
都
労
働
委
員
会
に
申
立



 

２ 

 

て
を
行
っ
た
の
は
二
〇
二
〇
年
五
月
八
日
で
あ
り
、
救
済
命
令
ま
で
に
既
に
二
年
が
経
過
し
て
い
る
。
同
法
第
二
十
七
条

の
十
九
を
見
る
と
、
中
央
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
等
に
対
し
て
、
使
用
者
は
救
済
命
令
等
の
取
消
し
を
裁
判
に
訴
え
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
当
労
働
行
為
が
最
終
的
に
確
定
す
る
ま
で
に
、
最
短
で
も
数
年
以
上
は
か
か

る
。
不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
手
続
と
し
て
合
法
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
の
雇
用
を
迅
速
に
取
り
戻
す
制
度
設
計
に
は
な

っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
。 

 

２ 

法
第
二
十
七
条
の
十
五
に
は
「
使
用
者
は
、
都
道
府
県
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
等
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
十
五

日
以
内
（
略
）
に
中
央
労
働
委
員
会
に
再
審
査
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
申
立
て
は
、
救
済
命

令
等
の
効
力
を
停
止
せ
ず
、
救
済
命
令
等
は
、
中
央
労
働
委
員
会
が
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
審
査
の
結

果
、
こ
れ
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
救
済
措
置
の
迅
速
性
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

３ 

法
第
二
十
七
条
の
十
五
に
基
づ
け
ば
、
中
央
労
働
委
員
会
が
東
京
都
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
を
取
り
消
す
ま
で
は
、

厚
生
労
働
省
の
委
託
事
業
者
「
笹
川
保
健
財
団
」
が
受
け
た
「
令
和
二
年
四
月
一
日
付
け
で
資
料
館
の
職
員
と
し
て
採
用

し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
救
済
命
令
に
効
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
が
、
政
府
の
見



 

３ 

 

解
如
何
。 

 

４ 
救
済
命
令
等
の
効
力
を
巡
り
、
使
用
者
が
命
令
を
忌
避
し
た
い
と
意
図
的
に
時
間
稼
ぎ
を
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
防

ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
、
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

 

５ 

雇
用
を
守
る
立
場
の
厚
生
労
働
省
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
救
済
措
置
の
迅
速
化
を
さ
ら
に
ど
う
進
め
る
の

か
。 

二 

労
働
組
合
法
違
反
を
行
っ
た
場
合
の
契
約
解
除
に
つ
い
て 

 
 

当
事
者
が
入
手
し
た
厚
生
労
働
省
健
康
局
と
笹
川
保
健
財
団
の
間
で
結
ば
れ
た
令
和
三
年
度
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
等

の
運
営
な
ど
の
委
託
契
約
書
に
よ
れ
ば
、
第
三
十
三
条
「
厚
生
労
働
省
所
管
法
令
違
反
に
係
る
契
約
解
除
」
と
し
て
、
笹
川

保
健
財
団
が
厚
生
労
働
省
所
管
法
令
違
反
に
よ
り
行
政
処
分
を
受
け
た
と
き
に
は
、
契
約
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
解
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
書
か
れ
て
い
る
。 

 

１ 

労
働
組
合
法
違
反
が
あ
っ
た
場
合
は
、
委
託
事
業
契
約
の
解
除
も
あ
り
得
る
と
解
さ
れ
る
が
間
違
い
は
な
い
か
。 

 

２ 

笹
川
保
健
財
団
に
対
す
る
「
令
和
二
年
四
月
一
日
付
け
で
資
料
館
の
職
員
と
し
て
採
用
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
の
救
済
命
令
は
、
笹
川
保
健
財
団
が
契
約
解
除
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
笹
川
保
健
財
団
に
は
そ
の



 

４ 

 

間
の
給
与
等
の
支
払
義
務
が
生
じ
る
と
解
す
る
が
間
違
い
は
な
い
か
。 

三 
労
働
契
約
法
の
遵
守
に
つ
い
て 

 
 

有
期
労
働
契
約
の
下
で
生
じ
る
雇
止
め
に
対
す
る
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
二
〇
一
三
年
ま
で
に
施
行
さ
れ
た
改
正
労

働
契
約
法
第
十
八
条
で
は
「
有
期
労
働
契
約
が
繰
り
返
し
更
新
さ
れ
て
通
算
五
年
を
超
え
た
時
は
、
労
働
者
の
申
込
み
に
よ

り
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
（
無
期
労
働
契
約
）
に
転
換
で
き
る
」
旨
が
定
め
ら
れ
た
。 

 
 

二
〇
二
〇
年
四
月
に
提
出
し
た
「
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
嘱
託
職
員
雇
止
め
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
で
指
摘
し
た

よ
う
に
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
活
動
は
、
厚
生
労
働
省
が
委
託
す
る
受
託
者
が
一
年
ご
と
に
職
員
を
再
雇
用
す
る
形

で
支
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

１ 

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
嘱
託
職
員
を
含
め
て
有
期
労
働
契
約
を
結
ん
で
い
る
有
期
労
働
者
に
は
、
労
働
契
約
法
第

十
八
条
は
す
べ
か
ら
く
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

 

２ 

労
働
契
約
法
第
十
八
条
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
被
雇
用
者
が
迅
速
に
救
済
さ
れ
る
方
法
に
は
ど
の
よ
う
な
手

段
が
あ
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


